
令和７年度第 1回町有土地売払一般競争入札実施要領 

 

1 物件の表示、面積、売払予定最低価格等 

 

注 1）現状有姿による売払とし、現地での説明は行いません。入札される方は、各自

で物件を確認されたうえで、お申込みください。 

 

2 利用条件 

(1) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）及び建築基準法（昭和 25 年法律第 201

号）を遵守すること。 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第

2 条第 1 項各号に掲げる風俗営業及び同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業

並びにこれに類する営業の用に供してはならないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第

2号及び第 4号に規定する者の事務所の用に供してはならないこと。 

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11年法律第 147号)第

5 条第 1 項に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供してはなら

ないこと。 

 

3 売払の相手方の決定方法 

  一般競争入札方式とします。 

 

4 一般競争入札の参加資格等 

（1）法人、個人を問いません。 

（2）町内居住の有無を問いません。 

（3）次に掲げる者には入札参加資格がなく、申込みできません。 

 ① 契約を締結する能力を有しない者 

 ② 破産者で復権を得ていない者 

③ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれ

かに該当する者で当該各号に該当する事実があった後 3 年を経過していないも

の  

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号、第 6 号及び第

32条第 1項各号に掲げる者 

 ⑤ 納付すべき町税及び公共料金等に滞納がある者 

物

件 

番

号 

物件の表示 土地）台帳地目 土地）実測面積 売払予定最低価格 
用途地域 

建ぺい率 容積率 

1 

（土地） 

 土師字中ノ坪 

 2158番 1・2159番 5 

宅地 

雑種地 
1,700.32㎡ 18,703,000円 

無指定 

70％ 200％ 

2 

（土地） 

 土師字コノマ 

 1117番 9 

雑種地 1,032.00㎡ 2,384,000円 

無指定 

70％ 200％ 



 ⑥ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第 5 条第 1 項に規定する

観察処分を受けている団体に属する者 

 ⑦ 「2 利用条件」に反して利用しようとする者 

※ 上記(3)に該当する者による申込みが判明したときは、判明した時点で入札への

参加を拒否します。また、既に物件を落札し、売買契約を締結していた場合は、

桂川町は契約の解除権を行使し契約は失効いたしますが、それらの責めは申込者

が負います。 

5 一般競争入札の参加申込方法 

（1）申込方法  

桂川町普通財産売払一般競争入札参加申請書（様式第 1 号）及び入札保証金納入

書兼請求書（様式第 2 号）に必要な事項を記入して、添付書類を添えて桂川町建

設事業課管財契約係に申込みしてください。 

  [添付書類] 

個人の場合 

〇住民票  

〇身分証明書（本籍地の市町村役場が発行） 

〇住所地の市町村が発行する納税証明書（未納のない証明書） 

〇誓約書兼納付状況等調査同意書（様式第 8号） 

 

法人の場合 

 〇履歴事項全部証明書（法務局が発行） 

〇役員一覧（様式第 9号） 

〇住所地の市町村が発行する納税証明書（未納のない証明書） 

〇誓約書兼納付状況等調査同意書（様式第 8号） 

 

※共有名義で申込む場合は、申込者全員分を必要とします。 

    ※郵送による申込みは認めません。 

    ※原本を添付してください。発行後 3箇月以内のものとします。 

 

（2）申込期間 

令和 8年 1月 26日(月)から令和 8年 2月 12日(木)まで 

※土・日・祝日を除く、午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

受付期間後の受付は一切行いません。 

   

6 一般競争入札参加説明会の日時と場所 

   日時：令和 8年 3月 3日(火) 午前 11時から 

   場所：桂川町役場 2階 201・202会議室 

※入札の方法、手続き等についての説明を行うため、必ず参加してください。 

 

7 一般競争入札及び開札の日時と場所（入札保証金納付厳守・時間厳守・会場施錠） 

   日時：令和 8年 3月 3日(火) 午後 1時 30分から 

   場所：桂川町役場 2階 201・202会議室  

   物件番号 1から順次実施しますので時間に余裕をもってお越しください。 

 

 

 



※入札保証金 売払予定最低価格の 10％以上の額 

入札に参加される方は、入札開始前までに、売払予定最低価格の 10％以上の額

の入札保証金を現金により、指定金融機関又は収納代理金融機関にて納付してく

ださい。また、入札保証金納付済証は、入札のときに持参してください。入札開

始前までに入札保証金を納付していない方は、入札参加を辞退したものとして会

場への入場を認めません。 

 

8 入札の実施方法と落札の決定方法 

 ① 入札は、必要事項を記入した入札書を入札箱に入れてください。なお、入札書の

封筒は不要です。 

② 公表済みの売払予定最低価格以上の有効札の中で最高額の札を入札された方を落

札者とします。なお、「公表済みの売払予定最低価格以上の札の中で有効でない

札」とは、入札資格を有しない者がした入札のことをいいます。また、郵送等によ

る入札はできません。 

③ 代理人が入札する場合には、必ず委任状を持参の上、参加してください。 

④ 有効札の中で最高額の札が 2 以上あるときは、くじによって落札者を決定します。 

⑤ 落札者に対しては、入札終了後、契約についての説明会を行います。 

⑥ 入札結果について電話等により問い合わせがあった場合は、「応札者数」「落札者

の別（法人・個人）」及び「落札額」について情報提供を行います（落札者が個人

の場合、「落札者の別（法人・個人）」「落札額」については、落札者の同意が得ら

れた場合のみ情報提供します）。また、落札者が法人の場合は、「所在地」及び「名

称」についても情報提供を行います。 

 

9 入札の無効 

 次のいずれかに該当する場合、入札は無効とします。 

 ① 入札参加者以外の者のした入札 

② 金額を訂正した入札 

 ③ 入札書の記入事項等が判読できない入札 

 ④ 同一物件について、2以上の意思表示をした入札 

 ⑤ 入札書に申込者(代理人による入札の場合は申込者及びその代理人)の記名又は押

印がない場合 

 ⑥ 入札保証金が売払予定最低価格の 10％未満である入札 

 ⑦ 委任状を提出していない代理人のした入札 

 ⑧ 2者以上の代理をした者の入札 

 ⑨ 入札金額が売払予定最低価格を下回った入札 

 ⑩ 入札に際し不正な行為があったと認められる入札 

 

 

10 入札時に持参する物 

 ①桂川町普通財産売払一般競争入札参加許可書（様式第 4号） 

②入札書 

 ③入札保証金納付済証 

 ④委任状（代理人が入札する場合のみ） 

  

 

    



11 入札の辞退 

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに、辞退届（様式第 7 号）を提出し

ていただく必要があります。 

 

12 入札保証金の返還等 

①  落札者以外の方については、入札後、口座振替によって入札保証金を返還いたし

ます。  

② 落札者については、原則として売買契約の締結の時に、入札保証金を契約保証金

又は売買代金の一部へ充当いたします。 

③ 落札者が、売買契約の締結の時に、売買代金を全額納付した場合は、入札保証金

は後日、口座振替によって返還いたします。 

④ 次の 13 に記載する契約締結期限までに、落札者が売買契約を締結できない場合は、

納付済の入札保証金は町に帰属します。 

⑤ 入札保証金には、いかなる場合も利息は付さないものとします。 

 

13 売買契約の締結 

①  売買契約締結期限：令和 8年 3月 16日（月）午後 4時 30分まで 

②  契約締結場所：桂川町建設事業課 

 

③ 持参するもの：契約保証金、登録済み実印、印鑑証明書、契約書用の収入印紙 

  ※契約保証金（契約額の 10％以上）を契約締結日までに指定金融機関又は収納代理

金融機関にて納付してください。 

 

14 売買代金等の納付 

 ① 売買代金及び所有権移転登記に関する事務費などは、売買契約締結の時に一括納

付することを原則とし、これらの納入通知書は、売買契約承認の時に建設事業課で

お渡しします。 

②  売買代金の納付期限は、売買契約の締結の日から起算して 60日以内とします。  

  ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長するこ 

  とができます。 

③ 契約保証金は、原則として売買代金納付時に売買代金の一部へ充当します。また、 

契約者が売買代金を全額納付した場合は、契約保証金は後日、口座振替によって返 

還いたします。 

 ④ 売買代金を納付期限までに納付できない場合は、締結済みの売買契約を解除いた

します。この場合、納付済の契約保証金は町に帰属します。また、4 の(3)に該当

した解除の場合も同様に、納付済の契約保証金は町に帰属いたします。 

 ⑤ 契約保証金には、いかなる場合も利息は付さないものとします。 

 

15 買受人の負担する費用と所有権の移転 

① 売買契約書に貼付する収入印紙や添付する印鑑証明書など、契約に関して要する

一切の費用は、落札者の負担となります。 

② 売買代金の納付が完了したときに所有権が移転し、物件を引渡したものとします。 

③ 所有権移転登記は物件の引渡し後に町において行いますが、所有権移転登記に 

関する事務費や、法務局に納付する登録免許税などの契約履行に関して要する一切

の費用は、落札者の負担となります。 

④ 所有権移転登記の際に、法務局へ納付する登録免許税は、一旦、町においてお預



かりします。また、税務署で事前納付することも可能ですので、この場合は、税務

署の領収済印が押された領収書を提出してください。 

 

16 その他 

 売買契約を締結した後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合

しないものがあった場合に、その内容を理由に契約の解除や代金の減額の請求、損害賠

償の請求はできません。 

 

17 問い合わせ先  

桂川町役場 建設事業課管財契約係  

電 話 番 号 0948-65-3330  

メールアドレス k-kanzai@town.keisen.fukuoka.jp 


